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市民税・都民税 の
申 告 が 始 ま り ま す

申 告 早 分 か り チ ャ ー ト

申 告 期 間

2 月 18 日（月）から
3 月 15 日（金）まで

　市民税・都民税の申告は市役所で、所得税の確定申告は東村山税務署で受け付けます。平成30年中
の所得が給与所得、年金所得などで簡易な確定申告であれば申告期間中に市役所でも受け付けますが、
市職員による対応となりますので複雑な申告については東村山税務署へお問い合わせください。申告が
必要かどうかについて、以下の内容をご確認のうえ、申告の準備をお願いします。
問課税課市民税係☎042-497-2040

はい

いいえ

い
い
え

いいえ

　まずはフローチャートで確認しま
しょう。所得がなくても、申告が必要
な場合があります。

平成 31年 1月 1日現在、清瀬市内に住んでいた
平成 31 年 1 月 1 日に住ん
でいた市区町村にご確認く
ださい

平成 30 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに
収入があった

給与収入がある 400 万円以下の公的年
金収入のみ（遺族・障
害年金等を除く）

扶養親族や寡婦など追加する控除がある

同居の親族
の 扶 養 に
なっている

寡婦（夫）の方や障害者手帳をお持ちの方で、合計所得が 125 万円以下の方は、申告
すると市・都民税が非課税になります。

勤務先で年末調整が済んでいる

勤務先から市役所に給与支払
報告書が提出されている

申告は不要です

　同一世帯の扶養に入っていて申告
不要となった方でも、所得金額が記
載された非課税証明書を請求する場
合は、申告が必要です。

◆給与以外の所得（営業や不動産等）のある人
◆給与収入のある人で次に該当する人
　①給与収入が 2,000 万円を超える人
　②給与以外の所得が 20万円を超える人
　③２か所以上から給与の支払いを受けた人
◆公的年金収入がある人で次に該当する人
　①公的年金収入が 400 万円を超える人
　②公的年金以外の所得が 20万円を超える人

確定申告は国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」でも作成できます。詳しくは３
面をご覧ください。
国税庁ホームページＵhttp://www.
nta.go.jp

★は早期受付です。

所得税の確定申告が必要となる
可能性があります。詳しくは税務署へお問い合
わせください。
問東村山税務署個人課税部門☎ 042-394-6811

申告書は郵送でも提出できます　
　必要書類を同封し、清瀬市役所へ郵送してく
ださい。控えの返送をご希望の場合は、82 円
切手を貼った返信用封筒を同封してください。
〒 204-8511　清瀬市中里 5-842　清瀬市役所
課税課市民税係　行

市民税・都民税の申告が必要です
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はい（以下の4つから当てはまる方に進んでください）
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場　所 期　間 受　付　時　間
中里地域市民センター★ 2月1日㈮ 各施設とも午前９時～11時、

午後1時～４時30分松山地域市民センター★ 2月４日㈪・8日㈮
生涯学習センター★ 2月５日㈫～7日㈭ 午前９時30分～3時30分
野塩地域市民センター★ 2月12日㈫・13日㈬ 各施設とも午前９時～11時、

午後1時～４時30分竹丘地域市民センター★ 2月1４日㈭・1５日㈮
清瀬市役所 2月18日㈪～3月1５日㈮ 午前９時～11時、午後1時～４時30分

申 告 期 間 ・ 受 付 場 所 　市役所での申告期間は２月 18 日㈪～３月 15
日㈮です（土・日曜日を除く）。受付時間は午前
９時～ 11 時、午後１時～４時 30 分です。なお、
左表★の場所では、申告開始日より前に受け付け
を行います。

いいえ

いいえ

給与または公的
年金収入があ
り、他に 20 万
円未満の所得が
ある


